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 協 議 ・ 決 定 事 項  
 

総務部会・第１回 令和６年２月２７日・第２回 令和６年５月１５日 

・継承式は３小学校とも令和７年３月２３日とし、開校式は令和７年４月８日とすることを部会で決定し、第２

回協議会で報告され決定されました。 

・校章、校歌は公募した結果、校章 130、校歌 65 作品の応募があり、選考委員会の結果をもとに児童アンケー

トを実施して、第３回部会で部会案を決定し、第３回協議会に諮る予定です。 

・標準服については保護者アンケートを行い、第３回部会で部会案を決定し、第３回協議会に諮る予定です。 

・校章、校歌、標準服の決定期限が８月末なので、協議会を８月に追加開催することを進言されました。 

・メモリアルルームの設置を検討してもらいたいとの要望（施設整備部会で検討中）がありました。 

ＰＴＡ部会・第１回 令和６年３月１３日・第２回 令和６年５月２９日 

・第 2 回部会で通学支援についてはスクールバスによる通学支援によることを決定し、バス２台の購入について

の了承は得られたので第２回協議会で報告され決定されました。 

・スクールバスのルートや乗降場所については、３月まで部会で継続協議となりました。 

・各ＰＴＡ組織の規約を比較して、今後は新年度に組織を立ち上げられるように関係者で事前協議して、部会で

報告していくことになりました。 

教務部会・第１回 令和６年３月１１日・第２回 令和６年５月８日 

・今の指定用品は継続して使用可能、体操服（半袖・ハーフパンツ）は美東中の小学生サイズを使用すること及

び標準服の名札はなしとすることが部会で決定、第２回協議会で報告され決定されました。 

・ジャージ上下は指定しないが着用は可能、指定の長袖体操服は希望者が購入するという事を部会で決定し、第

２回協議会で報告され決定されました。 

・魅力あるカリキュラムに関しては、最終的に目指すものについて全部会員で考えていくことになりました。 

・校則及び地域連携カリキュラムが学校側から示され、今後の部会で議論されることになりました。 

・先進地視察は八女市が美祢市と類似点が多いのでノウハウが学べるのではないかと選定され、先進地視察を 

令和６年６月２８日に行う予定となりました（保護者・地区代表 6 人・先生 2 人・事務局 3 人で実施予定）。 

施設整備部会・第１回 令和６年３月２１日・第２回 令和６年５月２３日 

・教務部会でカリキュラム等の構築が進んでいない状態で期日だけが独り歩きするのは避けたい等の意見が出ま

したが、施設整備部会がある程度の目標期日を示さなければならないと思われるので「令和９年４月１日の施

設一体型の供用開始を目指す」ことを部会で決定し、第２回協議会で報告され決定されました。 

 

 

   

第２回の協議会を５月３０日（木）に真長田定住センターで開催しました。 

美祢市美東地域未来を拓く学校づくり協議会だより② 

第３回の協議会は８月２７日（火）に綾木ふるさとセンターで開催予定です。 



 

未来を拓く学校づくり Ｑ ＆ Ａ 
各部会や協議会などで質問があった項目等を中心にＱ＆Ａを紹介します 

新しい「美東小学校」は大田小学校の校舎を活用して設置

されるとのことですが、その後、綾木小学校と淳美小学校

の校舎等はどうなるのでしょうか？ 

学校の跡地利用については第１回の協議会において事務局から、まず第一に地元

において跡地利用の検討をしていただきたい、綾木地区においては綾木会、真長田地区に

おいては真長田まちづくり振興会が適当ではとの提案があり、協議会で了承されました。 

今後はこの団体に跡地利用の検討を依頼して検討をしていただく予定となっています。 

その後、地元において有効な利用法が見つからないとの回答であった場合には、市にお

いて活用方法を検討する段階に移っていくことになります。 

今の各小学校にある歴史や学校を象徴するような品々はそ

の後どうなるのでしょうか？ 

総務部会の中でもそのようなご意見があり、施設整備部会において施設一体型の校

舎（現美東中）の中にメモリアルルームを設置する方向で検討しています。 

校章・校歌を公募されていましたが、施設一体型になった

ら必要なくなるのではないでしょうか？ 

４月に募集した校章・校歌（歌詞）は令和７年４月１日に新しく設置される「美

東小学校」のものですが、施設一体型になった後も小学校はあくまで美東小学校であり、

その校章・校歌は使用していく予定です。 

施設一体型の象徴としての歌などについては、今後必要かを検討する必要があります。 

全てを新しい学校に引き継ぐことは難しいかもしれませんが、各地域の歴史や伝統

を尊重し、新しい学校へ引き継いでいくことができるようカリキュラムづくりを検討するこ

ととしています。 

今までの各小学校で取り組まれていた地域特有の学習につ

いてはどうなるのでしょうか？ 
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